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( 1 ) 

議案第１号参考資料 

総務部法制室 

 

カスタマーハラスメントに該当すると思われる事例の件数及び内容 

（令和５年度（２０２３年度）及び令和６年度（２０２４年度）） 

 

令和６年６月に実施した各室課向けカスタマーハラスメント実態調査の結果（回答

室課数９２）から把握したカスタマーハラスメントに該当すると思われる事例の件数

及び類型は、次のとおりです。 

 

１ 件数 

年 度 件 数 備 考 

令和５年度 ２４９件  

令和６年度 １２９件 ６月時点 

合 計 ３７８件  

 

２ 令和５年度及び令和６年度に受けたカスタマーハラスメントの類型 

（複数回答あり） 

類 型 回答室課数 

身体的な攻撃（暴行及び傷害） ０ 

精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱及び暴言） ３１ 

威圧的な言動 ３９ 

土下座の要求 １ 

継続的な言動、執ような言動 ２９ 

拘束的な言動（不退去、居座り及び監禁） ９ 

差別的な言動 １２ 

性的な言動 ６ 

職員個人への攻撃、要求 １９ 

要求内容に照らして不相当な行政サービスの内容のやり直

しの要求 

１６ 

要求内容に照らして不相当な金銭補償の要求 ４ 

要求内容に照らして不相当な謝罪（土下座を除く。）の要求 ８ 
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議案第１号参考資料

総務部法制室

年 月 日 事項 協議内容

令和６年
(2024年）

2 市長協議 条例制定の指示

9 総務部内部協議 条例制定に向けての課題の抽出

3 総務部内部協議 職員アンケート及び各室課調査の実施の検討

20 総務部内部協議
①　職員アンケート及び各室課調査の時点報告
②　カスタマーハラスメントの定義の検討

5 総務部内部協議
①　職員アンケート及び各室課調査の実施結果報告
②　カスタマーハラスメントの定義の検討
③　被害防止の取組の検討

16 両副市長報告 職員アンケート及び各室課調査の実施結果報告

26 総務部内部協議 条例案（素案）の作成

1 総務部内部協議 条例案の検討（用語の定義、条例の対象等）

15 春藤副市長協議 条例案の説明

25 総務部内部協議 条例案の検討（用語の定義等）

29 市長協議
①　職員アンケートの実施結果報告
②　条例案の説明

11 1 総務部内部協議 条例案の検討（用語の定義、条例の対象等）

12 総務部内部協議
①　国の取組状況、他自治体の取組状況の報告
②　条例制定の目的の確認

19 市長協議 条例案の説明

令和７年
(2025年）

19 総務部内部協議 条例案の確定

21 両副市長協議 条例案の説明

22 市長協議 条例案の説明

27 政策会議 政策決定

　　　吹田市社会通念上相当な範囲を超えた言動による職員の被害の防止に関する条例議案
　 　 の提出に至るまでの協議内容

1

5

6

7

10

12

8
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( 1 ) 

議案第１号参考資料 

総務部法制室 

 

 

 

カスタマーハラスメント防止に関する条例を制定している自治体の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体名 条例名 施行期日 条例全文 

東京都 東京都カスタマー・ハラ

スメント防止条例 

令和７年（2025 年）

４月１日 

別紙１ 

（P.2～P.5） 

北海道 北海道カスタマーハラス

メント防止条例 

令和７年（2025 年）

４月１日 

別紙２ 

（P.6～P.10） 

桑名市 桑名市カスタマーハラス

メント防止条例 

令和７年（2025 年）

４月１日 

別紙３ 

（P.11～P.13） 
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( 2 ) 

（別紙１） 

○東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 

 

東京は、多様な産業と高度な都市機能とが集積した世界有数の都市であり、日本の

首都として、我が国の経済を牽引している。その基盤は、多岐にわたる仕事を通じて

発揮される人の力である。東京が今後も持続的に発展していくためには、働く全ての

人が持てる力を十分に発揮することにより、事業者が安定した事業活動を行い、誰も

が等しく豊かな消費生活を営むことができる環境を創出していかなければならない。 

そのためには、働く人の安全及び健康を害する様々なハラスメントを未然に防止す

る必要がある。とりわけ、顧客等からの著しい迷惑行為であるカスタマー・ハラスメ

ントは、働く人を傷つけるのみならず、商品又はサービスの提供を受ける環境や事業

の継続に悪影響を及ぼすものとして、個々の事業者にとどまらず、社会全体で対応し

なければならない。また、東京で働く人に影響する様々な手段によるカスタマー・ハ

ラスメントを、東京都の区域内にとどまらず、あらゆる場面で防止することが重要で

ある。 

もっとも、顧客等による苦情や意見、要望は、業務の改善や新たな商品又はサービ

スの開発につながるものであることは言うまでもない。また、働く人は、商品又はサ

ービスを提供する就業者であると同時にそれらの提供を受ける顧客等でもあり、誰も

がカスタマー・ハラスメントを受ける側にも行う側にもなり得るという視点も不可欠

である。 

東京都は、このような認識の下、顧客等と働く人とが対等な立場において相互に尊

重する都市をつくりあげるとともに、カスタマー・ハラスメントのない公正かつ持続

可能な社会を目指し、この条例を制定する。 

(目的) 

第一条 この条例は、カスタマー・ハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、東

京都(以下「都」という。)、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとと

もに、カスタマー・ハラスメントの防止に関する施策(以下「カスタマー・ハラス

メント防止施策」という。)の基本的な事項を定めることにより、顧客等の豊かな

消費生活、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定した事業活動を促進し、

もって公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

一 事業者 都の区域内(以下「都内」という。)で事業(非営利目的の活動を含

68■8



 

( 3 ) 

む。)を行う法人その他の団体(国の機関を含む。)又は事業を行う場合における

個人をいう。 

二 就業者 都内で業務に従事する者(事業者の事業に関連し、都の区域外でその

業務に従事する者を含む。)をいう。 

三 顧客等 顧客(就業者から商品又はサービスの提供を受ける者をいう。)又は就

業者の業務に密接に関係する者をいう。 

四 著しい迷惑行為 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な

要求、暴言その他の不当な行為をいう。 

五 カスタマー・ハラスメント 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われ

る著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。 

(基本理念) 

第三条 カスタマー・ハラスメントは、顧客等による著しい迷惑行為が就業者の人格

又は尊厳を侵害する等就業環境を害し、事業者の事業の継続に影響を及ぼすもので

あるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければならない。 

2 カスタマー・ハラスメントの防止に当たっては、顧客等と就業者とが対等の立場

において相互に尊重することを旨としなければならない。 

(カスタマー・ハラスメントの禁止) 

第四条 何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならな

い。 

(適用上の注意) 

第五条 この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意

しなければならない。 

(都の責務) 

第六条 都は、第三条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、

顧客等、就業者及び事業者に対し、カスタマー・ハラスメントの防止に関する情報

の提供、啓発及び教育、相談及び助言その他必要な施策を行うものとする。 

(顧客等の責務) 

第七条 顧客等は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントに係る問題に対

する関心と理解を深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努

めなければならない。 

2 顧客等は、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策に協力するよう努め

なければならない。 

(就業者の責務) 

第八条 就業者は、基本理念にのっとり、顧客等の権利を尊重し、カスタマー・ハラ
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( 4 ) 

スメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、カスタマー・ハラスメ

ントの防止に資する行動をとるよう努めなければならない。 

2 就業者は、その業務に関して事業者が実施するカスタマー・ハラスメントの防止

に関する取組に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第九条 事業者は、基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的

かつ積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント防止施策

に協力するよう努めなければならない。 

2 事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合に

は、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、

その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 

3 事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを

行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(区市町村との連携) 

第十条 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策の実施に当たっては、特別区及び

市町村との連携を図るよう努めるものとする。 

(カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針の作成) 

第十一条 都は、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(以下「指針」とい

う。)を定めるものとする。 

2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項 

二 顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項 

三 都の施策に関する事項 

四 事業者の取組に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要

な事項 

3 都は、指針を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、これを公表するもの

とする。 

(財政上の措置) 

第十二条 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策を推進するため、必要な財政上

の措置を講ずるよう努めるものとする。 

(施策の推進) 

第十三条 都は、指針に基づき、次に掲げるカスタマー・ハラスメント防止施策を実

施するものとする。 
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( 5 ) 

一 都の支援事業等に関する情報の提供 

二 カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動に関する啓発及び教育 

三 就業環境に関する相談及び助言 

四 消費生活に関する相談及び助言 

五 就業者の安全及び健康の確保に関する相談及び助言 

六 前各号に掲げるもののほか、カスタマー・ハラスメントを防止するために必要

な施策 

2 都は、カスタマー・ハラスメント防止施策を効果的に推進するため、カスタマ

ー・ハラスメント防止施策の実施及び当該実施状況等の検証に当たっては、関係機

関等の意見を聴き、施策に反映するよう努めるものとする。 

(事業者による措置等) 

第十四条 事業者は、顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置

として、指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた就

業者への配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成その他の措置を

講ずるよう努めなければならない。 

2 就業者は、事業者が前項に規定するカスタマー・ハラスメント防止のための手引

を作成したときは、当該手引を遵守するよう努めなければならない。 

附則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。 

(検討) 

2 都は、社会環境の変化及びこの条例の規定の施行の状況その他カスタマー・ハラ

スメントの防止に関する取組の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条

例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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( 6 ) 

（別紙２） 
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( 7 ) 
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( 10 ) 
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( 11 ) 

（別紙３） 

○桑名市カスタマーハラスメント防止条例 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、カスタマーハラスメントによる被害の防止、回復等に関し必要

な事項を定めることにより、誰もが安心して働くことができ、事業活動を行うこと

ができる環境を確保し、もって市民生活の充実向上と市内経済の健全な発展に資す

ることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 事業者等 桑名市安全安心で公正な地域社会の実現に関する条例(平成 16 年

桑名市条例第 114 号。次号において「安全安心条例」という。)第 2 条第 2 号に規

定する事業者等をいう。 

(2) 就業者 市内で行われる事業活動(安全安心条例第 2 条第 2 号に規定する事業

活動をいう。第 4 号において同じ。)に従事している役員、従業員その他の個人

をいう。 

(3) 顧客 事業者等がその商品、製品、サービス等を提供する相手方をいう。 

(4) カスタマーハラスメント 顧客の言動(専ら事業活動のために行われるものを

除く。)のうち、当該言動による要求の内容に妥当性がないもの又はその妥当性

に照らして、当該要求を実現するための手段及び態様が社会通念上不相当なもの

であって、当該手段及び態様により、就業者の就業環境が害されるおそれがある

ものをいう。 

(5) カスタマーハラスメント対策 カスタマーハラスメントによる被害の防止、

回復等に必要な施策をいう。 

(カスタマーハラスメントの禁止等) 

第 3 条 何人も、就業者に対してカスタマーハラスメントをしてはならない。 

2 何人も、市及び事業者等が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するよう

努めなければならない。 

3 事業者等は、顧客の正当な要求については、誠実に対応するよう努めなければな

らない。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、第 1 条の目的を達成するため、カスタマーハラスメント対策を総合的

に実施するものとする。 
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( 12 ) 

2 市は、カスタマーハラスメント対策を実施するに当たり、事業者等を支援すると

ともに、カスタマーハラスメント対策に取り組む団体、警察、労働局その他の関係

団体又は関係機関との連携に努めるものとする。 

(事業者等の責務) 

第 5 条 事業者等は、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)第 5 条に定める就業者の安

全に配慮する義務があるという認識の下に、カスタマーハラスメント対策を適切に

実施するよう努めなければならない。 

2 事業者等は、市が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

(支援体制の整備等) 

第 6 条 市は、カスタマーハラスメントに関する就業者及び事業者等からの相談又は

支援の要請に応ずるための体制を整備するとともに、カスタマーハラスメントによ

る被害の防止、回復等に資する援助をするよう努めるものとする。この場合におい

て、市長は、就業者及び事業者等が相談又は支援の要請をしたことによって不利益

が生ずることがないよう必要な措置を講ずるものとする。 

2 市は、市民、就業者及び事業者等に対し、市が実施するカスタマーハラスメント

対策について周知を図るとともに、カスタマーハラスメントに関する啓発活動等の

実施を通じてカスタマーハラスメントによる被害の防止に取り組むものとする。 

(カスタマーハラスメント対策委員会) 

第 7 条 市長は、カスタマーハラスメント対策に関し調査審議をさせるため、桑名市

カスタマーハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

2 委員会は、次条第 2 項の規定による諮問に応じて調査審議をする。 

3 委員会は、次条第 3 項及び第 9 条第 2 項に定めるもののほか、カスタマーハラスメ

ント対策に関し、市長に意見を述べることができる。 

4 委員会の組織その他運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(確認又は認定) 

第 8 条 就業者又は事業者等は、その顧客の言動がカスタマーハラスメントに該当す

ると考えられる事案が発生したときは、規則で定めるところにより、市長に対し、

確認(当該行為者を特定することなく、当該言動がカスタマーハラスメントに該当

すると判断をすることをいう。以下同じ。)又は認定(当該行為者を特定し、当該言

動がカスタマーハラスメントに該当すると判断をすることをいう。以下同じ。)を

求めることができる。 

2 市長は、前項の規定により就業者又は事業者等から確認又は認定を求められたと

きは、委員会に諮問しなければならない。 
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( 13 ) 

3 委員会は、前項の規定により市長から諮問を受けたときは、調査審議の上、その

結果を市長に対し答申をしなければならない。 

4 委員会は、前項の規定による調査審議(認定に係るものに限る。)の際、やむを得

ないときを除き、当該認定の求めに係る行為者の意見を聴取するものとする。 

5 市長は、第 3項の規定により諮問に対する答申を受けたときは、確認又は認定を行

うかどうかの決定をし、規則で定めるところにより、当該就業者又は事業者等に対

し、その旨を報告するものとする。 

(カスタマーハラスメント事案に対する措置等) 

第 9 条 市長は、確認又は認定を行ったときは、次に掲げる措置(第 2 号に掲げる措置

にあっては、認定を行ったときに限る。)を講ずるものとする。 

(1) 当該カスタマーハラスメント事案について、その概要(桑名市情報公開条例

(平成 29 年桑名市条例第 1 号)第 7 条に規定する不開示情報を除く情報であって規

則で定めるものをいう。)を公表すること。 

(2) 当該カスタマーハラスメント事案における行為者に対し、規則で定めるとこ

ろにより、警告すること。 

2 市長は、前項第 2号の規定により警告したにもかかわらず、その状況の改善が不十

分であると認めるときは、氏名その他の当該行為者を特定することができる情報で

あって規則で定めるものを公表することができる。この場合において、市長は、規

則で定めるところにより、当該行為者の意見を述べる機会を与えるとともに、委員

会の意見を聴くものとする。 

(その他) 

第 10 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

(桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

2 桑名市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成 16 年桑名市条例第

44 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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( 1 ) 

議案第１号参考資料 

総務部法制室 

 

パワー・ハラスメントに関する調査結果 

 

１ 調査の実施概要 

⑴ 実施期間 令和６年（2024 年）１０月２８日から１１月２９日まで 

⑵ 調査対象職員 全職員（会計年度任用職員を含む。） 

⑶ 回答者数 3,681 人 

 

２ 調査の結果 

「令和６年度 パワー・ハラスメントに関する調査結果」（Ｐ.２～Ｐ.５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1820■20



 

( 2 ) 

令和６年度 パワー・ハラスメントに関する調査結果 

（令和 6 年 10月 28 日(月)～11 月 29日(金) 実施） 

 

【設問１】あなたの現在の所属部局をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.0%

54.9%

62.8%

71.7%

87.9%

82.6%

80.7%

68.4%

88.3%

58.7%

83.7%

62.9%

76.5%

88.7%

52.5%

89.4%

74.1%

74.4%

5.0%

45.1%

37.2%

28.3%

12.1%

17.4%

19.3%

31.6%

11.7%

41.3%

16.3%

37.1%

23.5%

11.3%

47.5%

10.6%

25.9%

25.6%

水道部

地域教育部

学校教育部

行政委員会等

消防本部

会計室

下水道部

土木部

都市計画部

環境部

健康医療部

福祉部

児童部

都市魅力部

市民部

税務部

行政経営部

総務部 回答…

回答…
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( 3 ) 

【設問２】あなたの現在の職員区分をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設問 3】あなたの現在の補職をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、会計年度任用職員を含む、全職員 5,142 人(令和 6年 11 月 1日 

時点)のうち、71.6％にあたる 3,681 件の回答がありました。 

回答率が若干低い部局については、出先機関で勤務している職員や短期の会

計年度任用職員が多く在籍していることが要因の１つと考えられます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.0%

74.0%

66.9%

80.2%

80.5%

86.0%

33.0%

26.0%

33.1%

19.8%

19.5%

14.0%

会計年度任用職員

係員

主任級

主査級

課長代理級

課長級以上

回答あり
回答なし

67.0%

78.7%

74.9%

33.0%

21.3%

25.1%

会計年度任用…

暫定再任用職員

定年前職員

回答あり
回答なし
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( 4 ) 

【設問 4】あなたはパワハラを受けましたか。 

※【設問４】以降については、令和５年１０月以降についての回答です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設問５】あなたが受けたパワハラは継続していますか。 

※【設問５】以降については、【設問４】で「受けた」と回答した方のみ

が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の約１割の職員が「パワハラを受けた」と回答しており、内約４割の

方から「継続している」と回答がありました。（全職員のうち約 3.3％） 

 

受けていない

3264

88.7%

受けた

409

11.1%

無回答

8

0.2%

継続していない

232

56.7%

継続している

169

41.3%

無回答

8

2.0%
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( 5 ) 

【設問 6】パワハラを誰から受けましたか。行為者の補職等を選択して 

ください。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設問７】パワハラを受け、あなたにどの程度の影響がありましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響中と影響大で９割を超えており、パワハラを受けた人への影響の大きさ

を示しています。 

今回の調査結果を受けて、職員１人、１人が改めて自身の言動、責務等につ

いて確認し、日頃よりハラスメントのない職場環境づくりへの心がけをお願い

します。 

課長級

100

主査級

96

課長代理級

88

主任級

64

会計年度任用職員

56

部長級

39

次長級

36

その他

33

議員

19

係員

19

特別職

9

無回答

2

影響中

186

45.5%影響大

183

44.7%

影響小

39

9.5%

無回答

1

0.2%
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議案第１号参考資料 

総務部法制室 

 

議員をカスタマーハラスメントの行為者に位置付ける他市事例 

 

東京都のカスタマー・ハラスメントの防止に関する指針（ガイドライン）抜粋 

「顧客等」（行為者） 

働く人が応対する、全ての人 

「就業者」（被行為者） 

都内で働く（無償含む。）、全ての人 

客 店員 経営者 個人事業主 

企業間取引での発注者 

（経営者、社員、個人事業主） 

企業間取引での受注者 

（経営者、社員、個人事業主、 

フリーランス） 

サービス利用者 家族 介護スタッフ ケアマネジャー 

患者 家族 医師 看護師 医療従事スタッフ 

公共交通機関の乗降客 駅員 運転手 乗務員 

住民 警察官 消防官 

株主 経営者 

保護者 学校教諭 

有権者 議員 

住民 議員 官公庁職員 

居住者 マンション管理人 

配達先の住人や隣人 配達員 

住民 イベント参加者 地域活動を行う人 ボランティア 

ＳＮＳの投稿等に書き込む人 店舗等で働く人、著名人 

※カスタマー・ハラスメントの行為者・被行為者の例（同指針７ページ）より 
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議
案
第
３
号
参
考
資
料

総
務
部
人
事
室

(
単
位
：
円
)

（
１
）
市
長
の
給
料

（
４
）
水
道
事
業
管
理
者
の
給
料

（
６
）
議
長
の
報
酬

団
体
名

条
例
本
則

団
体
名

条
例
本
則

団
体
名

条
例
本
則

●
吹

田
市

1
,
0
7
2
,
0
0
0

●
吹

田
市

8
2
7
,
0
0
0

枚
方

市
7
6
6
,
0
0
0

高
槻

市
1
,
0
6
5
,
0
0
0

高
槻

市
8
2
5
,
0
0
0

●
吹

田
市

7
5
5
,
0
0
0

豊
中

市
1
,
0
3
5
,
0
0
0

枚
方

市
7
9
6
,
0
0
0

高
槻

市
7
5
0
,
0
0
0

東
大

阪
市

1
,
0
3
0
,
0
0
0

豊
中

市
7
8
5
,
0
0
0

寝
屋

川
市

7
4
5
,
0
0
0

枚
方

市
1
,
0
2
3
,
0
0
0

寝
屋

川
市

7
7
0
,
0
0
0

豊
中

市
7
3
0
,
0
0
0

寝
屋

川
市

1
,
0
2
0
,
0
0
0

八
尾

市
7
7
0
,
0
0
0

東
大

阪
市

7
2
0
,
0
0
0

八
尾

市
1
,
0
1
0
,
0
0
0

東
大

阪
市

7
6
0
,
0
0
0

八
尾

市
7
0
0
,
0
0
0

（
２
）
副
市
長
の
給
料

（
５
）
常
勤
の
監
査
委
員
の
給
料

（
７
）
副
議
長
の
報
酬

団
体
名

条
例
本
則

団
体
名

条
例
本
則

団
体
名

条
例
本
則

●
吹

田
市

9
3
9
,
0
0
0

高
槻

市
5
8
3
,
0
0
0

枚
方

市
7
2
7
,
0
0
0

高
槻

市
9
3
5
,
0
0
0

●
吹

田
市

5
8
1
,
0
0
0

●
吹

田
市

7
1
4
,
0
0
0

豊
中

市
8
9
5
,
0
0
0

枚
方

市
5
7
8
,
0
0
0

高
槻

市
7
1
0
,
0
0
0

枚
方

市
8
9
0
,
0
0
0

東
大

阪
市

5
6
5
,
0
0
0

寝
屋

川
市

7
0
5
,
0
0
0

東
大

阪
市

8
7
0
,
0
0
0

豊
中

市
5
5
0
,
0
0
0

豊
中

市
6
9
0
,
0
0
0

寝
屋

川
市

8
7
0
,
0
0
0

八
尾

市
5
4
0
,
0
0
0

東
大

阪
市

6
6
6
,
0
0
0

八
尾

市
8
7
0
,
0
0
0

八
尾

市
6
5
0
,
0
0
0

（
３
）
教
育
長
の
給
料

（
８
）
議
員
の
報
酬

団
体
名

条
例
本
則

団
体
名

条
例
本
則

●
吹

田
市

8
2
7
,
0
0
0

枚
方

市
6
6
9
,
0
0
0

高
槻

市
8
2
5
,
0
0
0

●
吹

田
市

6
6
3
,
0
0
0

枚
方

市
7
9
6
,
0
0
0

高
槻

市
6
6
0
,
0
0
0

豊
中

市
7
8
5
,
0
0
0

寝
屋

川
市

6
6
0
,
0
0
0

寝
屋

川
市

7
7
0
,
0
0
0

豊
中

市
6
3
5
,
0
0
0

八
尾

市
7
7
0
,
0
0
0

東
大

阪
市

6
3
0
,
0
0
0

東
大

阪
市

7
6
0
,
0
0
0

八
尾

市
6
1
0
,
0
0
0

＊
令
和
７
年
４
月
時
点

府
内
中
核
市
に
お
け
る
特
別
職
の
給
料
及
び
議
員
の
報
酬
の
状
況
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議
案
第
３
号
参
考
資
料

総
務
部
人
事
室

Ｎ
Ｏ

時
期

備
考

１
平
成
６
年
２
月

（
1
9
9
4
年
）

諮
問

市
長
・
助
役
及
び
収
入
役
の
給
料
の
額
、
市
議
会
議
員
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て

２
平
成
６
年
３
月

（
1
9
9
4
年
）

答
申

市
長
・
助
役
及
び
収
入
役
の
給
料
の
額
、
市
議
会
議
員
の
報
酬
の
額
を
増
額
改
定

３
平
成
2
3
年
1
2
月

（
2
0
1
1
年
）

諮
問

特
別
職
の
給
料
及
び
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
つ
い
て

４
平
成
2
4
年
２
月

（
2
0
1
2
年
）

答
申

特
別
職
の
給
与
の
減
額
改
定

５
平
成
2
4
年
1
0
月

（
2
0
1
2
年
）

答
申

議
員
報
酬
の
額
の
減
額
改
定

６
平
成
3
1
年
３
月

（
2
0
1
9
年
）

依
頼

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
開
催
に
つ
い
て

市
議
会
議
長
→
市
長
へ
依
頼

別
紙
参
照

７
令
和
元
年
６
月

（
2
0
1
9
年
）

諮
問

特
別
職
の
給
料
及
び
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
つ
い
て

８
令
和
元
年
1
0
月

（
2
0
1
9
年
）

答
申

特
別
職
の
給
料
及
び
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
は
据
え
置
き

　
期
末
手
当
は
現
行
ど
お
り
一
般
職
の
職
員
と
同
様
に
扱
う
こ
と
が
適
当

　
地
域
手
当
は
国
の
地
域
手
当
に
準
じ
て
支
給
す
る
こ
と
が
適
当

　
審
議
会
は
概
ね
４
年
に
１
回
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

９
令
和
５
年
７
月

（
2
0
2
3
年
）

諮
問

特
別
職
の
給
料
及
び
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
つ
い
て

1
0

令
和
５
年
1
0
月

（
2
0
2
3
年
）

答
申

特
別
職
の
給
料
及
び
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
額
を
増
額
改
定

　
期
末
手
当
は
現
行
の
算
出
方
法
が
適
当

　
地
域
手
当
は
国
の
地
域
手
当
制
度
に
準
じ
て
支
給
す
る
こ
と
が
適
当

　
審
議
会
は
概
ね
４
年
に
１
回
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

吹
田
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
開
催
状
況
等

内
容

（
１
）
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（２）

総務部人事室
議案第３号参考資料

別 紙

2729■29



（
出
典
：
大
阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

議
案
第
６
号
参
考
資
料

総
務

部
人

事
室

大
阪
府
退
職
予
定
者
人
材
バ
ン
ク
に
関
す
る
資
料

①
人
材
情
報
登
録
書
送
付

登 録 職 員

求 人 企 業 ・ 団 体 等

③
求
人
情
報
公
開
（
府
Ｈ
Ｐ
・
庁
内

w
e
b
）

②
求
人
票
送
付

人 材 バ ン ク 事 務 局

⑥
当
事
者
間
の
面
接
等
に
よ
り
採
用
可
否
を
決
定

H
3

0
年
度
～
府
退
職
予
定
者
人
材
バ
ン
ク
制
度
フ
ロ
ー

④
面
接
希
望
申
出
書
・
人
材
情
報
登
録
書
送
付

⑤
登
録
職
員
へ
面
接
選
考
等
の
通
知

※
内
定
後
に
、
登
録
職
員
か
ら
事
務
局
に
内
定
報
告
書
を
提
出

※
併
せ
て
事
務
局
へ
も
、
面
接
選
考
等
の
通
知
を
送
付

人
材
バ
ン
ク
制
度
は
、
登
録
職
員
に
求
人
情
報
を
提
供
し
、
希
望
す
る
求
人
先
と
の
面
接
選
考
等
に
よ
り
、
能
力
や
意
欲
を
評
価
さ
れ
て
再
就
職
す
る
仕
組
み
で
す
。

な
お
、
採
用
可
否
に
つ
い
て
は
、
人
材
バ
ン
ク
制
度
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
、
当
事
者
間
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
事
務
局
は
関
与
し
ま
せ
ん
。

◆
再
就
職
禁
止
法
人
へ
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
人
事
監
察
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
知
事
が
承
認
し
た
場
合
に
限
り
ま
す
。

求
人
企
業
等
へ
の
面
接
希
望
申
出
書
の
送
付
（
上
記
④
）
と
同
時
に
、
事
務
局
へ
再
就
職
承
認
申
請
書
を
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

面
接
･
選
考
等
の
実
施
（
上
記
⑥
）
に
つ
い
て
は
、
知
事
の
承
認
を
得
た
後
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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議案第２０号参考資料 

都市計画部住宅政策室 

 

 

   佐竹台及び津雲台における地価公示価格 

 

１ 佐竹台の地価公示価格 

令和６年（2024年）１月１日時点 

番号 所在及び地番 
1平方メートル 

当たりの価格 (円) 
用途地域 利用の現況 

１ 佐竹台５丁目１番 50 199,000 第１種低層住居専用地域 住宅 

 

２ 津雲台の地価公示価格 

令和６年（2024年）１月１日時点 

番号 所在及び地番 
1平方メートル 

当たりの価格 (円) 
用途地域 利用の現況 

２ 津雲台 1丁目 20 番 30 670,000 商業地域 店舗、事務所兼ホテル 

３ 津雲台５丁目 20 番 62 224,000 第１種低層住居専用地域 住宅 

４ 津雲台７丁目 20 番 19 246,000 準工業地域 店舗兼工場 

 

 

３ 処分物件及び地価公示価格の位置 

 

阪急山田駅 

 
４ 

 

旧津雲台第１住宅 

 

 

 

３ 

 

２ 

 

１ 

 

阪急南千里駅 

佐竹台小学校 

高野台中学校 

千里南公園 

旧佐竹台住宅 

津雲台 

佐竹台 
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議案第 22号参考資料 

児童部保育幼稚園室 

 

 

 

こども園における事故の詳細 

 

 

１ 事故の発生状況 

（１）令和 5年（2023年）11月 15日午後 0時 30分頃、保育室内にいた当該児が、職員室の

職員に伝えたいことがあるとのことで、保育士が当該児を抱き抱えて職員室に移動。 

（２）当該児を抱き抱えた保育士が、職員室内の自席で着席している職員のもとに向かう途

中の、机と机の間の狭い通路を通るに当たり、抱き抱える向きを変えた際に当該児の左

足が机に当たり、当該児が受傷。 

 

２  事故の原因 

（１）通行しないこととしていた職員室内の狭い通路を通ろうとしたこと。 

（２）当該児は身体的な配慮が必要な園児であり、抱き抱える方法についてのルールがあっ

たが、守られていなかったこと。 

 

３  対応の詳細 

（１）事故発生直後から左足の痛みの訴えがあり、患部を冷却。 

（２）患部を冷却しながら保健室で午睡に入ったが、痛みを訴え覚醒。 

（３）保護者に電話連絡後、医療機関で受診し、左足の骨折が判明。 
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